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不登校やいじめをはじめとする生徒指導上の諸課題等の対応にあたっては、学校

におけるカウンセリング機能の充実を図ることがきわめて重要になっています。この

ため、児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識や経験を有するスクールカウンセ

ラーを公立小学校、中学校、義務教育学校および県立学校等に配置・派遣し、児童

生徒の諸課題の解決と教職員の資質向上を目的とします。 

 

 

 

 

スクールカウンセラーの配置のねらいや専門性、役割等について全ての教職員が

理解し、校長のリーダーシップの下、組織的に児童生徒への対応・支援を行うため

には、スクールカウンセラーを組織の一員として効果的に活用することが重要です。   

 

  ＜スクールカウンセラーの役割＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   【アセスメント】・・・・・・・・・情報を収集して系統的に分析し、背景や要因を明らかにしようとするもの 

 【コンサルテーション】・・・専門家同士（スクールカウンセラーと教職員など）においてなされる指導・助言。お互

いの専門性を尊重したうえで行われるもの。 

   いじめ事案対応においてはスクールカウンセラーを含めた組織委員会を設置すること。 

（※）本リーフレットではスクールカウンセラーとスクールカウンセラーに準ずる者をまとめて、スクールカウンセラー

と表記しています。 

１．スクールカウンセラー等活用事業について

３．校内会議等への参加  

４．教職員や児童生徒・保護者への研修や講話 

全ての教職員がスクールカウンセラーの役割を理解するために 

５．相談者への心理的な見立てや対応 （アセスメント） 

１．児童生徒に対する相談・助言 

 

２．保護者や教職員に対する相談（カウンセリング・コンサルテーション） 

６．ストレスチェックや心理教育等の予防的対応 （教員とＳＣが協力して実施） 

心理教育の例   ★アサーショントレーニング   ★ストレスマネジメント 

                ★構成的グルーエンカウンター   

★ソーシャルスキルトレーニング    など                   

７．事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒の心のケア 
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１．「指導しているのに改善できない」「児童生徒の表情が気になる」そんな時に・・・ 

スクールカウンセラーに相談しましょう。 

例 

   ・授業中に勝手な行動をとり、授業を妨害する。 

   ・友だちにすぐに暴力をふるったり、いたずらをしたりする。 

   ・登校を渋ることが多い。 

   ・悩んでいるようだが、教職員に相談しない。 

   ・トラブルが絶えない・・・・・など 

 

 

 

２．スクールカウンセラーに児童生徒の様子を見てもらいましょう。 

 

 

  

 

 

・気になる児童生徒の様子やクラス全体を見てもらうことで、今後の対応を一緒

に考えることができます。問題行動の未然防止・早期発見にもつながります。 

 

 

 

３．スクールカウンセラーと一緒に対応の方針を確認しましょう。 

 

・学校が見立てを依頼した児童生徒の情報をスクールカウンセラーに 

伝え、対応方針を確認します。 

・必要に応じて職員会議やケース会議などにも参加してもらい、対応

方針や関係機関との連携などについて、専門的な立場から助言を         

もらいます。 

 

 

                          

４．スクールカウンセラーに研修等を依頼しましょう。 

 

・校内研修会等で、スクールカウンセラーを講師とし研修を行うことができます。 

・小中連携のための情報交換に、スクールカウンセラーが参加することで、より丁

寧な引継ぎができます。 

２．スクールカウンセラーの有効的な活用について 

児童生徒の不安や悩み、問題行動を解消するために 

授業中 休み時間 給食時間 放課後 学校行事 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494204796/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy13bFFEejJCYVVUYy9WWUpyZ21TYUd1SS9BQUFBQUFBQXVlMC95cjdabDllcXJ2US9zODAwL2tpZHNfaWppbWVfb3N1LnBuZw--/RS=%5eADBTaK6r_dhc2e5SGzfpTj0UrAv9hs-;_ylt=A2Rivbr8bw5ZmjkA7zYdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495189045/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1meXBPMktMbUZPay9VWlNzMzhwa25ZSS9BQUFBQUFBQVNfYy9MRXRqQ1hhOU41WS9zODAwL2J1c2luZXNzX2thaWdpLnBuZw--/RS=%5eADBxZtUHwNTKfoo71Ss8OEfxW_DtOs-;_ylt=A2RimV61dB1Z0SwA4EkdOfx7


 

 

○学校チーム体制で、児童生徒の支援を行いましょう。 

 

・教育の専門家である教職員に加えて、心理の専門家であるカウンセラーや福祉の 

専門家であるソーシャルワーカーを活用し、児童生徒の様々な情報を整理統合し、 

アセスメントやプランニングをした上で、学校がチームで問題を抱えた児童生徒の支 

援を行いましょう。よりよいチーム体制構築のために、学校はカウンセラーをどのよ

うに活用していくのか、相互理解と共通認識が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○課題を整理し、具体的な支援計画 

           を立てます 

①長期目標・短期目標の設定 

②スモールステップでの課題克服 

③教職員等の役割分担 

④児童生徒への具体的な働きかけ  

⑤保護者・関係機関との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心理の専門的な知識、技能を活用し、児童生徒の

悩みや不安を受け止めて相談にあたり、関係機関

と連携して必要な支援をするための心の専門家。 

教育の専門家 

（教職員） 

心理の 

専門家 

福祉の 

専門家 
それぞれの専門性

を活用し、互いに連

携することが重要 

教職員とスクールカウンセラー等が一緒に考えることで・・・ 

例えば 

○見方や考え方、対応の仕方がわかり、指導や対応の方向性が明確になる。 

○他の教職員やスクールカウンセラー等と役割を分担し、指導や対応ができる。 

○関係機関との連携を図りやすくなる。 

 

 

社会福祉の専門的な知識、技術を活用し問題を抱

えた児童生徒を取り巻く環境に働きかけ家庭、学

校、地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや

抱えている問題の解決に向けて支援する専門家。 

スクールカウンセラー スクールソーシャルワーカー 

アセスメント 

○背景・原因を明らかにします 

 

①児童虐待・いじめ等の疑い 

②家庭環境  ③学校環境 

④地域環境  ⑤本人の状況 

⑥日常生活 等 

プランニング 

 
スクールカウンセラー 

スクールソーシャルワーカー等 

専門家の活用  

学校チーム体制による支援のために 

 



 

                                                                         

 

 

                                                                                                          

 

 

不登校やいじめをはじめとする生徒指導上の諸課題等の対応にあたっては、スク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等との連携した支援が重要であり、そ

の活用の際には、コーディネーターの役割が重要です。                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

スクールカウンセラーの１日（例 A） 

時 間 活 動 内 容 担当教員の役割 

１０：００～ 

１０：４０ 

・Ａさんの母親との面談 

（相談室） 

・保護者からの面談予約について、

日程を調整する。 

１０：５０～ 

     １１：４０ 

・○年○組Ｂさんの授業 

 観察（最近△△の状態） 

 

 

 

 

・担任からの要請に応じ、スクールカ

ウンセラーに観察を依頼する。事

前に指導記録を共有する。 

給食時間 ・○年○組で給食の様子を 

 観察 

・クラス全体の観察を依頼し、気にな

る様子等を共有する。 

 

スクールカウンセラーの１日（例 B） 

時 間 活 動 内 容 担当教員の役割 

１３：３０～ 

  １４：００ 

・○○先生と面談 

（コンサルテーション） 

・児童生徒への個別・集団対応に関

する支援方針を協議する。 

放課後 ・ケース会議の実施 ・出席メンバーが共通認識を持ち、

今後の方向性を確認する。 

３．スクールカウンセラー担当教員の役割について 

スクールカウンセラーの活動をコーディネートするために 

スクールカウンセラーの周知と

相談受付 

スクールカウンセラー等

との連絡調整 

 

相談活動の

スケジュール 

児童生徒や保護者・

教師のニーズの把握 

ケース会議の実施 

 

校内研修の実施 

 

気になる事例

の把握 

個別記録の情報管理 
（児童生徒理解・教育支援シートの活用） 
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＜参考資料＞ 

・スクールカウンセラー等活用事業実施要領 （文部科学省） 

・スクールカウンセラー等活用事業実施要項 （滋賀県教育委員会） 

・スクールソーシャルワーカー活用リーフレット（滋賀県教育委員会） 

・生徒指導提要（文部科学省）  令和 4年 12月 

・学校教員向け いじめ対応リーフレット（滋賀県教育委員会）  令和 6年 4月 

・学校教員向け 滋賀の子ども達の社会的自立を支える不登校の理解と対応リーフレット 

（滋賀県教育委員会） 令和 6年 4月 

 

４．教職員・スクールカウンセラーが配慮すべき事項について 

★守秘義務について 

・スクールカウンセラーには公務員として

の守秘義務が適応されます。ただし、ス

クールカウンセラーが職務上知り得た情

報のうち、学校が児童生徒に対する指

導や支援が必要となる内容は、学校全

体で管理することが基本となるため、学

校に報告することが必要です。必要に応

じて相談者の理解を得るように努めまし

ょう。 

★家庭訪問について 

・児童生徒の指導上、校長が必要で

あると認める場合には、保護者の了

解を得た上で、教員同行のもと、家庭

訪問を実施することができます。その

際、児童生徒の十分なアセスメントと

実施タイミングの検討、毎回の訪問の

目的明確化が必要です。相談を希望

しているが来校や家庭訪問が困難な

場合には、オンラインでの相談も可能

です。 

 

★情報の共有について 

・スクールカウンセラーは、児童生徒の

支援のための活動記録を作成するとと

もに、相談内容等を学校内で共有する

必要があります。ただし、 スクールカウ

ンセラーは個人情報を扱うことが多いこ

とから、法令等に基づき、その取扱いに

ついては十分に注意しましょう。 

 

★児童虐待に係る通告 

・虐待、あるいは虐待を疑う場合、教職

員や学校には、市町又は児童相談所

への「通告」の義務が課せられていま

す。教職員とスクールカウンセラーが

協力して、日頃から児童生徒の状況の

把握に努めるとともに、児童生徒がい

つでも相談できる雰囲気を作ることが

大切です。 

 

★相談室について 

・児童生徒が安心して相談できるよう

に、場所を確保することが重要です。ま

た、教職員とスクールカウンセラーとの

信頼関係を構築するため、職員室にも

席を設ける等の配慮が必要です。 

 

★緊急時の対応について 

・学校や児童生徒に関わる重大な事件

や事故、非常変災などが発生した場

合、学校からの要請に基づいて、スクー

ルカウンセラーを派遣し心のケア等の

支援を実施することが可能です。 
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